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株式会社日本証券クリアリング機構

当社は、金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第９条ただし書の規定に

基づき、変動金利の決定方法が同条第５号 e から g までに規定するもの（ＵＳＤ－ＬＩＢ

ＯＲ－ＢＢＡ､ＥＵＲ－ＥＵＲＩＢＯＲ－Ｔｅｌｅｒａｔｅ､ＥＵＲ－ＥＵＲＩＢＯＲ－Ｒ

ｅｕｔｅｒｓ及びＡＵＤ－ＢＢＲ－ＢＢＳＷ）について、当面の間、業務方法書第２条第

１項第４７号に規定する当社が定める要件（適格金利スワップ取引の要件）から除外する

ものとする。
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